
保谷庁舎 

166



資　料　編 

（1）基本構想・基本計画策定組織関係図  

（2）策定の経過 

� 審議会 

� 審議会部会 

� 市民参加等 

� 庁内検討組織（プロジェクト・チーム） 

� 議会  

（3）主要事業一覧  

（4）重点プロジェクト推進組織（案）  

（5）計画体系図  

168 

 

169 

172 

175 

176 

177 

178 

185 

186

………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

……………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

田無庁舎 

167



資　料　編 

168

（1）基本構想・基本計画策定経過の概要 

市 市　民 

H13.8　市長諮問 

審　議　会 

審議会部会 

H14.4　設置 

H15.8　最終答申 

H15.9　市議会へ上程 

基本構想　議会にて議決（H15.9.26） 

H15.4　中間答申 

市民意識調査 

子どもワークショップ 

市民ワークショップ 

企業・団体等ヒアリング 

パブリックコメント 

市民説明会 

出前講座 

庁内検討組織 
（プロジェクト・チーム） 

 

H15.4　基本構想・基本計画中間まとめ 
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（2）策定の経過 
 
①審議会 
 
■西東京市総合計画策定審議会条例（平成13年6月29日　条例第162号） 
 

　（設置) 

第1条　西東京市総合計画を策定するため、西東京市総合計画策定審議会（以下｢審議会｣という。）を設置する。 

　（所掌事項） 

第2条　審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画の策定に関する必要な事項を調査審議し、及び答申する。 

　（組織） 

第3条　審議会は、委員12人以内をもって組織する。 

2　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

　(1) 学識経験者　8人以内 

　(2) 市民　4人以内 

　（委員の任期） 

第4条　委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。 

　（会長及び副会長） 

第5条　審議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

2　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

　（会議） 

第6条　審議会は、会長が招集する。 

2　審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

　（意見の聴取） 

第7条　審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

　（庶務） 

第8条　審議会の庶務は、企画部企画課において処理する。 

　（委任） 

第9条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 
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■西東京市総合計画策定審議会委員名簿（あいうえお順） 

■審議会検討経過 

平成13年度 

委員名 

川村　匡由 

倉持　忠勝 

小林　廣子 

武田　千明 

竹内　芙美代 

永田　尚三 

堀越　義章 

山本　佳子 

荒川　寛 

磯村　鋭志 

板垣　洋子 

畑　皓二 

選出区分 

 

 

 

学識経験 

 

 

 

 

 

市民公募 

　　　　　　　　　　　　備　考　　　 　　　　　　　　　　　　 

武蔵野大学教授（旧武蔵野女子大学） 

元田無市・保谷市合併協議会委員 

元田無市・保谷市合併協議会委員 

元NHKアナウンサー 

元田無市・保谷市合併協議会委員 

武蔵野大学講師（旧武蔵野女子大学） 

早稲田大学理工学総合研究センター客員研究員（工学博士） 

元田無市・保谷市合併協議会委員 

 

 

◎ 

 

 

○  

会長　◎　　副会長　○ 

第1回会議 
 
 
 
 
第2回会議 
 
 
 
 
第3回会議 
 
 
 
第4回会議 
 
 
 
 
第5回会議 
 
 
 
第6回会議 
 
 
 
 
第7回会議 

平成13年8月31日（金） 
14時～16時 
 
 
 
平成13 年9月27日（金） 
9時30分～11時30分 
 
 
 
平成13年10月25日（木） 
13 時30分～17時 
 
 
平成13年11月22日（木） 
9時30分～11時30分 
 
 
 
平成13年12月27日（木） 
14時～16時 
 
 
平成14年1月28日（月） 
18時～20時30分 
 
 
 
平成14年2月28 日（金） 
18時～19時20分 

総合計画策定審議会の運営について 
会長・副会長の選出 
諮問について 
今後の会議日程について 
 
市民意識調査及び人口推計調査等について 
新市建設計画の策定経過及び位置付け等について 
タウンウォッチングについて 
今後の会議日程について 
 
市民意識調査について 
タウンウォッチング（市内） 
 
 
総合計画策定における基本項目について 
人口推計調査について 
新市建設計画について 
 
 
総合計画策定における基本方針（案）について 
新市建設計画について 
 
 
新市建設計画について 
総合計画策定における基本方針（案）について 
総合計画策定のスケジュール 
市民意識調査の一次報告 
 
総合計画策定における基本方針（案）について 
総合計画策定審議会部会の設置について 

委嘱状の交付 
 
 
 
 
市民意識調査の方法等 
タウンウォッチングの視察ルートの検討 
 
 
 
市民意識調査の設問等の調整 
ひばりヶ丘駅、保谷駅、（仮称）合併記念公園用地、田
無タワー等 
 
総合計画の趣旨、期間、構成、新市建設計画の位置付
け、市民参加の手法等の基本項目について検討 
人口推計の方法等 
新市建設計画と総合計画の関係について説明 
 
総合計画を策定するにあたっての基本的な考え方を
検討 
新市建設計画と総合計画の関係について説明 
 
新市建設計画と総合計画の関係について説明 
総合計画を策定するにあたっての基本的な考え方を
検討 
 
 
基本方針（案）の最終検討 
平成14 年度から総合計画策定審議会部会を設置し、
ワークショップ形式で検討していくことを説明 

年月日 検討内容 備　　考 会議 
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平成14年度 

第8回会議 
 
 
 
 
 
第9回会議 
 
 
 
 
第10回会議 
 
 
第11回会議 
 
 
第12回会議 
 
 
 
 
 
第13回会議 
 
 
 
 
第14回会議 
 
 
 
第15回会議 
 
 
 
 
第16回会議 

平成14年4月11日（木） 
14時～14時40分 
 
 
 
 
平成14年9月26日（木） 
19時～22時30分 
 
 
 
平成14年11月28日（木） 
18時～20時 
 
平成14年12月26日（木） 
18時～20時 
 
平成15年１月23日（木） 
18時～20時 
 
 
 
 
平成15年2月13日（木） 
18時～20時 
 
 
 
平成15年2月27日（木） 
18時～20時 
 
 
平成15年3月13日（木） 
18時～20時 
 
 
 
平成15年3月27日（木） 
18時～20時 

総合計画策定における基本方針について（答申） 
基本構想・基本計画案の策定について（諮問） 
市民意識調査及び人口推計調査の報告 
基本構想・基本計画案の策定に関わる基本事項の調
査・検討について 
 
総合計画策定審議会部会からの報告について 
総合計画策定審議会のスケジュール 
基本構想案の第一次素案について 
 
 
企業・団体等のヒアリングの報告 
基本構想案の第二次素案について 
 
基本構想・基本計画案について 
 
 
基本構想・基本計画案について 
 
 
 
 
 
基本構想・基本計画案について 
 
 
 
 
基本構想・基本計画案について 
 
 
 
基本構想・基本計画案について 
 
 
 
 
基本構想・基本計画案について 

総合計画策定審議会部会へ基本事項の調査・検討を
依頼 
※同日に総合計画策定審議会部会第１回会議をあわ
せて開催 
 
 
総合計画策定審議会部会から基本構想・基本計画案
の策定に関わる基本事項について報告 
部会での検討結果を踏まえ基本構想案の第一次素案
を事務局から提示 
 
基本構想の基本理念、まちの将来像、まちづくりの方
向性について確認 
 
基本計画案の各論部分の検討 
（活力と魅力あるまちづくり、協働で拓くまちづくり） 
 
基本計画案の各論部分の検討 
修正案…活力と魅力あるまちづくり、協働で拓くまち
づくり 
新規…環境にやさしいまちづくり、安全で快適なまち
づくり 
 
基本計画案の各論部分の検討 
修正案…環境にやさしいまちづくり、安全で快適なま
ちづくり 
新規…笑顔で暮らすまちづくり 
 
基本計画案の各論部分の検討 
修正案…笑顔で暮らすまちづくり 
新規…創造性の育つまちづくり 
 
基本計画案の各論部分の検討 
修正案…創造性の育つまちづくり 
基本構想・基本計画案の第三次素案について事務局
から提示 
 
基本構想・基本計画案の中間のまとめ案について事
務局から提示 
重点プロジェクトに盛り込む事業の絞り込み及び名称
の検討 

年月日 検討内容 備　　考 会議 

 

平成15年度 

第17回会議 
 
 
 
第18回会議 
 
 
 
第19回会議 
 
 
 
第20回会議 
 
 
 
第21回会議 
 
 
 
 
 
第22回会議 
 
 
 
 
 
第23回会議 

平成15年4月10日（木） 
18 時～20 時 
 
 
平成15年6月26日（木） 
18 時～20 時 
 
 
平成15年7月10日（木） 
18時～20時 
 
 
平成15年7月17日（木） 
18時～20時 
 
 
平成15年7月24日（木） 
18時～20時20分 
 
 
 
 
平成15年7月31日（木） 
18時～20時 
 
 
 
 
平成15年8月7日（木） 
16時～16時30分 

基本構想・基本計画案について 
市民意見提出手続制度（パブリックコメント）について 
 
 
｢基本構想・基本計画案　中間まとめ｣に関する出前
講座及び市民説明会について 
基本構想・基本計画案について 
 
基本構想・基本計画案について 
 
 
 
基本構想・基本計画案について 
 
 
 
基本構想・基本計画案について 
 
 
 
 
 
基本構想・基本計画案について 
 
 
 
 
 
基本構想・基本計画案について 

基本構想・基本計画案の中間まとめ（案）の最終確認 
市民意見提出手続制度（パブリックコメント）の概要と
すすめ方 
 
出前講座及び市民説明会の結果報告 
パブリックコメントによる市民意見の報告及び市民意
見に基づく基本構想・基本計画案の検討 
 
第18 回会議での検討結果を踏まえての修正方針案
の検討 
重点プロジェクト案の検討 
 
重点プロジェクト案の検討 
新市建設計画重点施策（仮称）チャレンジテーマ案の
検討 
 
重点プロジェクト案の検討及び確認 
チャレンジテーマをアクションプログラムに変更し、検
討 
新旧対照表により｢基本構想・基本計画案　中間まと
め｣の修正部分等の検討及び確認 
 
重点プロジェクト案の最終確認 
新市建設計画重点施策アクションプログラム案の最終
確認 
新旧対照表による｢基本構想・基本計画案　中間まと
め｣の修正部分等の最終確認 
 
基本構想・基本計画案（最終答申）を市長へ提出 

年月日 検討内容 備　　考 会議 
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②審議会部会 
 

■西東京市総合計画策定審議会部会設置要綱 

 

第1　設置 

　西東京市総合計画（以下「総合計画」という。）の策定に関し必要な事項を調査検討するため、西東京市総合計画

策定審議会部会（以下｢部会｣という。）を設置する。 

第2　所掌事項 

　部会は、西東京市総合計画策定審議会（以下「審議会」という。）の依頼を受け、総合計画の策定に関し必要な次

に掲げる事項について、調査及び検討を行い、その結果を審議会へ報告する。 

　（1）基本構想案及び基本計画案の検討に関すること。 

　（2）基礎資料等の収集に関すること。 

　（3）施策及び事業等の調査研究に関すること。 

第3　組織 

　部会は、委員16人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、市長が依頼又は任命する。 

　（1） 西東京市総合計画策定審議会委員 12人以内 

　（2） 市の職員 4人以内 

2　部会は、総合計画の策定に関し、専門的な意見を聴取するため、部会長が指名するアドバイザーを置くことが　

　できる。 

第4　委員の任期 

　　委員の任期は、任務が終了する日までとする。 

第5 　部会長及び副部会長 

　　部会に、部会長及び副部会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

2　部会長は、会務を総理し、部会を代表する。 

3　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

第6 　会議 

　　部会長は、部会を招集し、会議の進行をする。 

2　部会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことが　

　できる。 

第7　報償 

　市長は、部会の委員のうち第3第1項第1号に掲げる者に対し、毎年度予算の範囲内において定める額を報償と

して支給する。 

第8　庶務 

　部会の庶務は、企画部企画課において処理する。 

第9　委任 

　この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。 

　　　附　則 

　この要綱は、平成14 年4月3日から施行する。 
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■審議会部会委員名簿（あいうえお音順） 

　委員名 

川村　匡由 

倉持　忠勝 

小林　廣子 

武田　千明 

竹内　芙美代 

永田　尚三 

堀越　義章 

山本　佳子 

荒川　寛 

磯村　鋭志 

板垣　洋子 

畑　皓二 

森谷　修 

倉田　紀子 

安達　豊 

小菅　真秀 

　　　　　　　　　　　　　　　　 所属等 

総合計画策定審議会委員 

総合計画策定審議会委員 

総合計画策定審議会委員 

総合計画策定審議会委員 

総合計画策定審議会委員 

総合計画策定審議会委員 

総合計画策定審議会委員 

総合計画策定審議会委員 

総合計画策定審議会委員 

総合計画策定審議会委員 

総合計画策定審議会委員 

総合計画策定審議会委員 

市職員 

市職員 

市職員 

市職員 

○  

 

◎ 

 

部会長　◎　　副部会長　○ 

 
■審議会部会検討経過 

平成14年度 

第1回会議 
 
 
第2回会議 
 
 
第3回会議 
 
 
第4回会議 
 
 
第5回会議 
 
 
 
第6回会議 
 
 
 
第7回会議 

年月日 検討内容 

平成14年4月11日（木） 
14時40分～17時 
 
平成14年4月25日（木） 
14時～17時 
 
平成14年5月9日（木） 
14時～17時20分 
 
平成14年5月23日（木） 
14時～17時30分 
 
平成14年6月13日（木） 
14時～18時 
 
 
平成14年6月27日（木） 
14時～17時30分 
 
 
平成14年7月11日（木） 
14時～18時 

部会長・副部会長の選出 
会議の進め方等について 
 
部会の進め方について 
基本理念・イメージの検討について 
 
テーマ別の検討 
 
 
テーマ別の検討 
 
 
テーマ別の検討 
子どもワークショップについて 
市民ワークショップについて 
 
ワークショップ準備会からの状況報告 
部会最終到達点の確認と今後の進め方 
市民ワークショップの検討 
 
子どもワークショップ準備会からの状況報告 
市民ワークショップ準備会からの状況報告 
市民ワークショップの各テーマの内容検討 

依頼状の交付 
 
 
各委員からワークシートに基づき基本理念・イメージの発表 
 
 
環境にやさしく美しいまち、安全で快適なまちをワークシートに
基づき検討 
 
地域の中で支えあう福祉のまち、市民が参加する活力あるまち
をワークシートに基づき検討 
 
若者を育てるまち、さまざまな産業が育つまちをワークシートに
基づき検討 
子どもワークショップ及び市民ワークショップの進め方等を検討 
 
市民ワークショップの当日の進め方、ポスター・チラシ等の作成
及び役割分担等を検討 
 
 
市民ワークショップの当日の進め方（各テーマごとに内容及び進
め方を検討） 

備　　考 会議 
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子どもワークショップ 
 
 
　 
 
 
第8回会議 
 
 
 
市民ワークショップ 
 
 
第9回会議 
 
 
 
 
 
 
第10 回会議 

年月日 検討内容 

平成14年7月22日（月） 
8時30分～ 
 
平成14年7月23日（火） 
13 時30分～ 
 
平成14年7月25日（木） 
14時～17時 
 
 
平成14年8月4日（日） 
13時30分～18時 
 
平成14年8月8日（木） 
14時～17時15分 
 
 
 
 
 
平成14年8月22日（木） 
14時～17時20分 

まち探検 
 
 
ワークショップ 
 
 
子どもワークショップの実施報告 
市民ワークショップ準備会からの状況報告 
市民ワークショップの各テーマの内容検討 
 
市民ワークショップ 
 
 
子どもワークショップのアンケート集約と全
体総括 
市民ワークショップの報告 
市民ワークショップ及び子どもワークショップ
を踏まえて各テーマの内容再検討 
基本理念、将来像について 
 
総合計画策定審議会部会の報告書のイメー
ジの確認 
市民ワークショップ及び子どもワークショップ
を踏まえて各テーマの内容再検討 

市内を北ルート、南ルートに分かれ、市内の高齢者施
設、駅等を探検 
 
前日のまち探検に基づき、グループごとに意見集約 
 
 
市民ワークショップにおける議論の方向性及び取り
上げる主テーマ等の検討 
 
 
6つのテーマに分かれ、まちの課題等について意見
集約 
 
市民ワークショップで指摘された事項等を報告し、そ
れを踏まえて部会での検討 
 
 
 
 
 
市民ワークショップ、子どもワークショップで指摘さ
れた事項等を報告し、それを踏まえて部会での検討 

備　　考 会議 
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平成13年度 

総合計画策定審議会 
 
 
市民意識調査 
 
 
 
 
 
 
 
 

子どもワークショップ 
 
 
 
 
 
 
市民ワークショップ 
 
 
 
企業・団体等ヒアリング 
 
 
 
 
 
 
 
 

パブリックコメント 
（市民意見提出手続） 
 
 
 
 
市民説明会 
 
 
 
 
 
出前講座 

実施期間等 内 容 

平成13年8月31日 
　　　～平成15年8月7日 
 
平成13年11月22日 
　　　～12月6日 
 
 
 
 
 
 
 

市内まち探検 
　　…平成14年7月22日 
ワークショップ 
　　…平成14年7月23日 
発表会 
　　…平成14年8月1日 
 
平成14年8月4日 
 （コール田無） 
 
 
平成14年11月6日・7日 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成15年5月20日 
 ～6月20日 
 
 
 
 
平成15年6月14日 
①午前10時～正午 
 保谷庁舎 
②午後2時～4時 
 田無庁舎 
 
平成15年6月5日 
 ～6月20日 

委員12名による審議会を設置。委員12名のうち4名が市民公募によ
る委員 
 
総合計画策定にあたっての検討基礎資料として、行政全般・個々の取
り組みに対する市民の満足度等を把握するために実施 
18歳以上の市民を無作為抽出（15，000人）回答は、5,767人（38．
4％） 
 
 

 
 
 
7月22日…市内を北ルート、南ルートに分かれ、市内の高齢者施設、駅
等を探検 
7月23日…前日のまち探検に基づき、グループごとに意見集約 
8月1日…グループごとにまとめた検討結果を発表（こもれび小ホー
ル） 
参加者…市内の小中学生21人 
 
総合計画策定審議会部会委員が中心となり、6つのテーマごとにグ
ループにわかれ、西東京市の課題・問題点等について意見集約 
参加者31人 
 
市内の企業・団体等のヒアリングを実施 
11月6日…社会福祉協議会、西武鉄道、エフエム西東京、ＮＰＯ（移送
サービス） 
11月7日…ＪＡ、青年会議所、西友、シチズン 
 
 
 
 
 

｢基本構想・基本計画案　中間のまとめ｣に関するパブリックコメントを
実施 
92人から、183件の意見 
検討結果の公表…8月15日市報で概要掲載、そのほか情報公開コー
ナー、ホームページで詳細を公表 
 
｢基本構想・基本計画案　中間のまとめ｣をより多くの市民に情報提供
するために実施 
市長及び企画部からの説明と参加者との意見交換 
参加者…計74人（保谷庁舎…32人、田無庁舎…42人） 
 
 
｢基本構想・基本計画案　中間のまとめ｣をより多くの市民に情報提供
するために、10人以上の団体等からの要請に対して企画課職員が説
明に伺い、あわせて意見交換を実施 
9団体（参加者156人） 

 
 
 
問1～問28 
 
 
 
 
 
 
 
 

総合計画策定審議会部会
から2人の委員が準備及
び当日の運営に参加 
 
 
 
 
総合計画策定審議会部会
が中心となって準備及び
運営に参加 
 
行政との関わり、地域の
住民との関わり、産学・産
官連携、西東京市民の協
働意識等 
 
 
 
 
 
郵便、FAX、電子メール等
で受付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会場は、各団体等が確保 

備 考 市民参加等の手法 

実施期間等 内 容 備 考 市民参加等の手法 

実施期間等 内 容 備 考 市民参加等の手法 

③市民参加等 

平成14年度 

平成15年度 
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④庁内検討組織（プロジェクト・チーム） 
 
■西東京市計画策定庁内プロジェクト・チーム設置要領 
 

第1  設置 

　西東京市における総合計画並びに各種個別計画の策定に関し、必要な事項を調査及び検討するとともに相互の連携を図るた

め、西東京市計画策定庁内プロジェクト・チーム（以下｢チーム｣という。）を設置する。 

第2　定義 

　この要領において「計画」とは、総合計画、地域情報化計画、男女平等参画推進計画、環境基本計画、地域福祉計画、都市計画

マスタープラン、教育計画及び生涯学習計画をいう。 

第3　職務 

　チームの職務は、次に掲げるものとする。 

　(1) 計画策定に関すること。 

　(2) 計画に係る部内調整に関すること。 

第4　組織 

　チームは、座長1人、副座長2人及び委員12人以内をもって構成する。 

2　座長は、企画部企画課長をもって充て、副座長は、保健福祉部保健福祉総合調整課長及び学校教育部教育庶務課長をもって

　充てる。 

3　委員は、企画部に置かれた計画を担当する主幹、企画部情報推進課長、総務部建築営繕課長、税務部市民税課長、市民生活

　部生活文化課長、市民生活部に置かれた計画を担当する主幹、環境防災部環境保全課長、保健福祉部に置かれた計画を担当

　する主幹、児童青少年部子育て支援課長、児童青少年部に置かれた計画を担当する主幹、都市整備部都市計画課長及び生涯

　学習部社会教育課長をもって充てる。 

第5　任期 

　委員の任期は、職務が終了する日までとする。 

第6　座長及び副座長 

　座長は、チームを招集し、会議を総理する。 

2　副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。 

第7　報告 

　チームは、計画策定に必要な事項を調査及び検討し、その結果を市長へ報告する。 

第8　関係機関等との協議 

　チームは、職務の遂行に当たり、関係者及び関係機関と協議することができる。 

第9　庶務 

　チームの庶務は、企画部企画課において処理する。ただし、検討の内容により、計画を所管する課において処理する。 

第10　委任 

　この要領に定めるもののほか、チームに関し必要な事項は、座長が定める。 

 

　　　附　則 

　この要領は、平成14年4月30日から施行する。 

 



177

⑤議会 
 

■議会経過 
　平成15年5月19日　「基本構想・基本計画案　中間のまとめ」について報告 

　平成15年9月5日　本会議に基本構想案を議案として上程し、基本構想審査特別委員会に付託される 

　平成15年9月18日～19日　基本構想審査特別委員会（全議員参加のもと） 

　平成15年9月26日　本会議　議決 

■西東京市計画策定庁内プロジェクト・チーム検討経過 
 

第1回会議 
 
 
 
第2回会議 
 
 
 
第3回会議 
 
 
第4回会議 
 
 
第5回会議 
 
 
第6回会議 
 

平成14年5月8日 
　　午後1時30分～ 
 
 
平成14年10月4日 
　　　午前10時～ 
 
 
平成14年12月11日 
　　　午前10時～ 
 
平成15年1月10日 
　　　午前10時～ 
 
平成15年2月4日 
　　　午前10時～ 
 
平成15年4月3日 
　　　午前10時～ 

1　各計画のスケジュールの確認 
2　プロジェクト・チームの今後の進め方 
3　その他 
 
1　西東京市基本構想案（第一次素案）について 
2　各計画との調整等について 
3　庁内プロジェクト・チーム　スケジュール概要について 
 
1　西東京市基本構想・基本計画案（第二次素案）について 
2　各計画との調整等について 
 
1　西東京市基本計画｢各論部分｣について 
2　各計画との調整等について 
 
1　西東京市基本計画｢各論部分｣について 
 
 
1　西東京市基本構想・基本計画案（中間のまとめ案）について 
2　市民参加条例の運用について 
3　各計画との調整等について 

年月日 検討内容 会議 
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（3）主要事業一覧 

創造性の育つまちづくり 

一人ひとりが輝くために（創1） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子どもがのびやかに育つために（創2） 

人権尊重意識の醸成 

平和意識の醸成 

国際交流の推進 

 

 

国際理解教育の推進 

日常生活への支援 

 

男女平等参画推進計画の推進 

男女平等意識の啓発・普及 

（仮称）女性センターの整備 

 

 

 

子ども家庭支援センターの運営 

（創2-2で再掲） 

児童館施設の計画的な整備 

 

青少年センターの整備 

青少年育成活動の支援 

 

ファミリー・サポート・センターの拡充 

病後児保育室の拡充 

子ども家庭支援センターの運営 

（創2-1で再掲） 

乳幼児の健やかな育成 

ひとり親家庭への支援 

 

保育園施設の計画的な整備 

 

 

保育園事業の充実 

保育園第三者評価制度の導入 

認証保育所事業の実施 

保育園の民間委託 

(仮称）こどもの総合支援センター等の建設 

学童クラブ施設の計画的な整備 

 

障害児の放課後対策 

特色ある教育環境の整備 

情報教育の推進 

 

給食環境の整備 

 

 

 

学校図書館の活用 

 

障害のある子どもへの対応 

 

校舎等の建替 

 

小中学校校舎等の大規模改造 

 

小中学校施設設備の整備 

 

人権と平和の尊重 
  （創1－1） 

 
国際化の推進 
  （創1－2） 

 
 
 
 
男女平等参画社会の推進 
  （創1－3） 

 
 
 
子ども参加の促進 
  （創2－1） 

 
 
 
 
 
子育て支援の促進 
  （創2－2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校教育の充実 
  （創2－3） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人権啓発活動、人権教育、人権相談 

平和に関する学習・啓発活動、平和祈念式典への市民派遣 

国際化推進事業 

国際交流組織の設立について検討 

国際友好都市について調査 

外国人英語指導補助員の派遣 

日本語ボランティアの養成 

外国語版生活情報誌の作成 

男女平等参画推進委員会の運営等 

情報誌の発行、フォーラム・講演会の開催 

女性相談の充実 

（仮称）女性センターの整備 

 

 

子どもの権利の啓発、相談体制の充実 

 

児童館施設の建替（北原、ひばりが丘、下保谷児童館の建替） 

児童館施設の改修 

青少年センターの整備 

青少年育成地域活動の支援 

プレーリーダーの養成について検討 

ファミリー・サポート・センターの運営 

病後児保育室の運営 

学習機会の充実、子育て活動団体の育成・支援、子育て支援

ネットワークづくり 

乳幼児医療費助成事業の実施 

ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業の実施 

ひとり親家庭医療助成事業の実施 

保育園施設の建替（みどり、田無、西原、すみよし保育園の建替） 

保育園施設の大規模改修 

ひばりが丘団地建替に伴う保育園施設の整備について検討 

子育て相談、交流広場、一時保育事業の実施 

福祉サービス第三者評価制度の実施 

認証保育所の運営 

保育園の民間委託に向けた検討 

（仮称）こどもの総合支援センター等建設事業 

学童クラブ施設の建替（下保谷学童クラブの建替） 

学童クラブ施設の改修 

知的障害者放課後対策事業の活動支援 

特色ある学校推進事業の実施 

教育情報センターの運営、情報教育専門員の配置（協2-2で再掲） 

小中学校の教育用コンピュータの整備（協2-2で再掲） 

小学校ランチルームの整備 

小学校給食調理業務民間委託の推進 

中学校給食（弁当外注方式）の実施 

中学校給食の導入に向け検討 

学校図書館システムの整備（協2-2で再掲） 

学校図書館専門員の活用 

教育ニーズに応じた多様な教育の展開 

通級学級の開設 

青嵐中学校校舎等建替事業 

保谷中学校体育館等建替事業 

小学校校舎等大規模改造事業 

中学校校舎等大規模改造事業 

扇風機設備の整備 

トイレ大規模改造事業 

 

 

 

新規 

新規 

新規 

 

新規 

合併 

合併 

合併 

合併 

 

 

合併 

 

新規・合併 

新規 

合併 

重点 

新規 

合併・重点 

合併 

合併・重点 

 

 

 

 

新規・合併 

新規 

新規 

一部新規 

 

 

新規 

合併 

新規・合併 

新規 

一部新規 

合併 

合併 

新規 

新規 

 

合併 

合併 

新規 

 

新規 

合併 

合併 

新規 

新規・合併 

新規・合併 

新規 

新規 

区 分 欄   

　新市建設計画事業　　　合併  

　新規事業　　　　　　　新規  

　重点プロジェクト事業　　重点 

 

体 系 区 分  主 要 施 策  主 要 事 業  区 分  
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生涯学習社会の形成 
  （創3－1） 

 
 
 
学習活動の推進 
  （創3－2） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
スポーツ・レクリエーション 
活動の振興  
  （創3－3） 

 
 
 
 
 
 
芸術・文化活動の振興 
  （創3－4） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中学校校舎等の耐震補強 

学校の適正規模・適正配置 

学校教育相談機能の充実 

 

不登校児童・生徒への対応 

 

地域教育協力者の積極的な活用 

学校施設の地域開放と活用 

 

 

学校施設の地域開放と活用 

生涯学習関連の情報化 

 

大学、高校との連携による 

公開講座等への参画 

公民館事業の実施 

 

 

公民館施設の計画的な整備 

 

図書館レファレンスサービスの充実 

子どもの読書活動の推進 

 

障害者への図書館サービスの充実 

図書館施設の計画的な整備 

 

スポーツ振興計画の策定 

総合型地域スポーツクラブの設立 

文化・スポーツ振興財団との連携の充実 

スポーツ・レクリエーションの普及 

 

 

スポーツ施設の整備 

 

 

文化・スポーツ振興財団との連携の充実 

市民主体の文化活動の推進 

 

伝統文化センターの整備 

文化施設の計画的な整備 

 

 

郷土資料室の整備 

下野谷遺跡の保存 

 

中学校校舎等耐震補強事業 

学校の適正規模・適正配置の調査・研究 

教育相談の充実、スクールピアの派遣 

スクールカウンセラーの配置 

スキップ（適応指導）教室の充実 

フリー教室設置について検討 

地域教育協力者活用事業 

(仮称）地域学習活動センターの整備（創3-1で再掲） 

 

 

（仮称）地域学習活動センターの整備（創2-3で再掲） 

生涯学習情報提供システムの構築（協2-2で再掲） 

生涯学習人材情報の整備、活用に向けたしくみづくり 

共同事業の企画、実施 

 

青年期教育、成人期教育、視聴覚教育の実施 

公民館自主グループ活動への支援（協1-1で再掲） 

地域交流活動事業の実施 

公民館施設の建替（住吉公民館の整備） 

公民館施設の改修 

図書館利用者インターネットシステムの整備（協2-2で再掲） 

絵本と子育て事業の推進 

子ども読書活動推進計画の策定 

音声資料作成機器の整備 

図書館施設の建替（下保谷図書館の整備） 

図書館施設の改修 

スポーツ振興計画の策定 

総合型地域スポーツクラブの設立に向けた調査・研究、設立 

文化・スポーツ振興財団事業の充実（創3-4で再掲） 

少年野球教室、少年サッカー教室等 

体育指導委員の活用 

姉妹・友好都市とのスポーツ交流 

（仮称）西東京市体育館の建替 

ひばりが丘団地スポーツ施設の整備拡充に向けた調整 

スポーツ施設の改修 

文化・スポーツ振興財団事業の充実（創3-3で再掲） 

市民文化祭の充実 

市民主体の文化活動への支援 

伝統文化センターの整備について検討 

西東京市民会館施設の改修 

西東京市民会館の建替について検討（協1-1で再掲） 

こもれびホール施設の改修 

郷土資料室の統合整備、文化財教室等の開催 

下野野遺跡の試掘調査、保存に向けた検討 

豊かな学び・文化が息づくために（創3） 

合併 

新規 

合併 

新規 

 

新規 

合併 

重点 

 

 

重点 

新規・重点 

新規・重点 

新規 

 

 

 

 

新規・合併 

新規 

新規 

 

新規 

新規 

新規・合併 

新規 

新規 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 

合併 

新規 

 

重点 

重点 

重点 

新規 

 

新規 

 

合併 

新規・合併・重点 

区 分  体 系 区 分  主 要 施 策  主 要 事 業  
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笑顔で暮らすまちづくり 

安心して暮らすために（笑1） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
元気に暮らすために（笑2） 

福祉人材の育成・支援 

地域福祉拠点施設の整備 

 

保健・医療・福祉関連の情報化 

福祉サービス第三者評価制度の普及・推進 

相談窓口体制の整備 

 

社会福祉協議会地域福祉活動への支援 

 

高齢者地域見守りネットワーク機能の拡充 

 

自立生活支援事業の推進 

介護予防事業の推進 

地域リハビリテーションの構築 

在宅介護支援センター機能の充実 

高齢者の生活基盤の整備 

 

地域生活支援センター事業の推進 

 

知的・精神障害者グループホームの整備 

 

障害者ネットワークづくりの支援 

（仮称）障害者福祉総合センター等の整備 

障害者福祉センター事業の見直し 

生活保護の適正な実施 

国民健康保険の健全な運営 

老人保健医療の健全な運営 

介護保険の健全な運営 

市民相談事業の実施 

相談機能ネットワークの構築 

消費者センターの活用 

 

 

母子保健事業の実施 

 

成人保健事業の実施 

 

健康フェスティバルの充実 

診療体制の整備 

 

歯科医療連携推進事業の実施 

かかりつけ医・かかりつけ歯科医の普及 

感染症の拡大防止 

就業支援の拡充 

 

元気高齢者の生きがい推進 

福祉会館施設の計画的な整備 

障害者への就労支援 

小規模通所授産施設等法内化に向けた支援 

障害者（児）スポーツ等の活動支援 

障害者（児）の移送支援 

地域福祉の推進 
  （笑1－1） 

 
 
 
 
 
 
 
高齢者福祉の充実 
  （笑1－2） 

 
 
 
 
 
 
障害者福祉の充実 
  （笑1－3） 

 
 
 
 
 
社会保障制度の運営 
  （笑1－4） 

 
 
暮らしの相談の充実 
  （笑1－5） 

 
 
 
 
 
健康づくりの推進 
  （笑2－1） 

 
 
 
 
 
 
高齢者の生きがいづくりの 
充実 
  （笑2－2） 

 
障害者の社会参加の拡大 
  （笑2－3） 

福祉人材の育成・支援事業 

地域福祉活動拠点の整備（笑1-2で再掲） 

ひばりが丘団地建替に伴う地域施設等の整備 

福祉情報総合ネットワークの構築（協2-2で再掲） 

福祉サービス第三者評価の実施 

総合相談窓口の体制づくりについて検討 

権利擁護センター「あんしん西東京」の充実 

ふれあいのまちづくり事業への支援（協1-1で再掲） 

地域福祉権利擁護事業への支援 

高齢者地域見守りネットワーク事業の実施 

地域見守り拠点施設の整備（笑1-1で再掲） 

ホームヘルプサービス事業、住宅改修事業、配食サービス事業等の実施 

民間スポーツクラブの活用、パワーリハビリの導入 

地域リハビリテーションの構築について調査・研究 

在宅介護支援センター事業（基幹型１か所と地域型8か所との連携） 

痴呆性高齢者グループホームの整備 

ケアハウス、生活支援ハウス等の整備について検討 

精神障害者地域生活支援センター事業の充実 

心身障害者地域生活支援センター事業の実施 

知的障害者グループホームの整備 

精神障害者グループホームの整備 

障害者生活支援のネットワークの形成（協2-2で再掲） 

（仮称）障害者福祉総合センター等建設事業 

障害者福祉センター施設の改修、事業運営 

生活保護、法外援護 

国民健康保険の健全な財政運営、保健事業の充実 

老人保健医療の健全な財政運営、老人保健医療制度の充実 

介護保険事業計画の見直し 

各種専門相談の実施 

相談機能ネットワークの構築についての調査・研究 

消費生活相談事業、消費生活講座、啓発活動の実施 

 

 

妊産婦・新生児訪問指導、5歳児歯科健診、母子健康教育相談

事業の実施 

健康相談、栄養相談、健康教育、基本健康診査、成人歯科健診、

がん検診、機能訓練事業の実施 

健康づくりのつどい事業の実施 

休日診療所の充実 

小児救急医療体制の整備 

ねたきり高齢者等への歯科医療サービスの提供 

かかりつけ医・かかりつけ歯科医の普及に向けた啓発 

二次感染の防止 

シルバー人材センターへの支援 

高齢者就業相談機能の強化 

老人クラブ、高齢者大学の充実 

福祉会館施設の建替（住吉、下保谷福祉会館の建替） 

障害者就労支援援助事業の充実 

小規模通所授産施設等法内化支援 

障害者（児）スポーツ等支援事業の実施 

障害者（児）移送サービス事業の充実 

新規 

新規・重点 

新規・合併 

新規 

 

新規 

 

重点 

 

重点 

新規・重点 

 

新規 

新規 

合併 

新規 

新規 

 

新規 

新規 

新規 

新規 

合併 

新規 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部合併 

 

一部合併 

 

重点 

 

新規 

 

 

 

 

 

重点 

新規・合併 

 

 

重点 
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環境にやさしいまちづくり 

豊かなみどりを保つために（環1） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
持続可能な社会を確立するために（環2） 

緑地・樹林地の保全 

 

樹林・樹木・生垣の保存 

グリーンバンク制度の設立 

公園ボランティアの拡充 

東大農場移転問題への対応 

市民農園等の推進 

 

農業ボランティア等の育成 

（仮称）合併記念公園の整備 

公園広場の整備 

下野谷遺跡の公園化 

東伏見都市計画公園の整備促進 

ポケットパークの整備 

公共施設の緑化推進 

市民による緑化推進 

 

 

 

 

環境マネジメントシステムの確立 

環境に配慮した意識づくり 

 

 

環境学習・活動センターの整備　　　　　　　　　　　　　　 

 

学校教育における環境学習の推進 

 

ごみの減量に向けた意識啓発 

 

 

生ごみ堆肥化の促進 

 

ごみ収集の有料化について検討 

（仮称）リサイクルプラザの建設 

集団回収活動の活性化 

その他プラスチック類の資源化に 

ついての検討 

水質・騒音・大気等環境調査の実施 

大気汚染の防止に向けた取り組み 

地球温暖化対策 

広域連携の取り組みについての検討 

クリーンエネルギー自動車の導入促進 

太陽光発電の導入についての検討 

みどりの保全・活用 
  （環1－1） 

 

 
 
 
 
 
 
みどりの空間の創出 
  （環1－2） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
環境意識の高揚 
  （環2－1） 

 

 
 
 
 
 
ごみ対策の推進 
  （環2－2） 

 
 
 
 
 
 
 
 
公害対策の推進 （環2－3） 

 

地球温暖化対策の推進 
  （環2－4） 

 

碧山森・保谷北町緑地保全地域の管理 

西原自然公園植生の管理 

保存樹木・樹林・生垣への助成 

グリーンバンク制度の設立 

公園ボランティア拡充事業 

東大農場の移転問題に対する取り組み方針の策定に向けた調整 

市民農園・家族農園の運営 

体験型農園の設置 

援農ボランティアの養成（活1-1で再掲） 

（仮称）合併記念公園整備事業 

公園広場整備事業 

（仮称）下野谷遺跡公園整備事業 

東伏見都市計画公園の整備について東京都へ要請 

道路整備の残地活用によるポケットパークの整備 

公共施設の新設・建替等に伴う屋上緑化等の推進 

苗木配布の推進 

生垣造成の支援 

花いっぱい運動の推進 

 

 

ＩＳＯ14001の認証取得、運用 

環境マネジメントシステムの啓発・普及 

環境基本計画推進協議会の設置 

環境フェア（環境展）の開催 

（仮称）環境学習情報センターの整備　　　　　　　　　　

環境情報提供システムの構築（協2-2で再掲） 

環境読本の活用 

環境教育プログラムの導入について検討 

パンフレット、マニュアル等による啓発活動の推進 

廃棄物減量等推進員の拡充 

廃棄物対策に関する協議会の設置 

生ごみ処理機購入助成 

生ごみ堆肥化事業 

ごみ収集の有料化について検討 

（仮称）リサイクルプラザ建設事業 

集団回収活動の奨励 

その他プラスチック類の貯留スペース・選別施設の課題につい

て検討 

河川の水質、道路交通騒音・振動、大気汚染等環境調査の実施 

低公害車の普及促進 

地球温暖化防止計画の策定 

環境自治体会議等広域連携の取り組みについて検討 

天然ガス自動車の導入促進 

太陽光発電の導入について検討 

 

 

新規・重点 

 

合併 

新規・重点 

新規 

一部新規 

新規・重点 

新規・重点 

合併・重点 

合併・重点 

新規・合併・重点 

 

 

新規 

重点 

重点 

重点 

 

 

新規 

新規 

新規 

新規 

新規・合併・重点 

新規・重点 

 

新規 

 

 

新規 

 

 

新規 

合併 

 

 

 

 

新規 

新規 

新規 

 

新規 
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安全で快適に暮らすまちづくり 

快適な日常生活のために（安1） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安全な暮らしのために（安2） 

良好な景観整備 

環境美化の推進 

住宅マスタープランの策定 

建築基準行政の取り組み 

人にやさしいまちづくりの推進 

 

 

タウンモビリティの取り組みについて検討 

ひばりヶ丘駅周辺まちづくりの推進 

保谷駅南口地区市街地再開発事業の推進 

市営住宅の建替 

都市計画道路の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活道路の整備 

 

道路台帳の整備 

市道整備基金の創設 

総合的な交通体系の整備 

コミュニティバスの運行 

鉄道の連続立体交差化についての要請 

自転車駐車場の整備 

 

放置自転車対策の推進 

自転車の利便性の向上 

上水道の安定供給 

 

下水道の維持管理 

 

 

 

防災市民組織づくりの促進 

緊急物資の確保 

防災無線の整備 

 

消防施設の整備 

 

 

地域防災体制の確立 

住みやすい住環境の創造 
  （安1－1） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
道路・交通の整備 
  （安1－2） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上下水道の運営 
  （安1－3） 

 
 
 
 
災害に強いまちづくり 
  （安2－1） 

良好な景観整備に向けた取り組み 

環境美化活動の推進 

住宅マスタープランの策定 

建築基準行政の取り組みについての検討 

人にやさしいまちづくり条例の制定、計画の策定、バリアフリー

誘導補助制度の創設 

ひばりヶ丘駅、西武柳沢駅、保谷駅バリアフリー化事業 

タウンモビリティの取り組みについての調査・研究 

ひばりヶ丘駅周辺まちづくりの推進 

保谷駅南口地区市街地再開発事業 

泉町・東伏見市営住宅の建替、高齢者・障害者向け住宅の確保 

都施行道路の整備 

　　　田無都市計画道路3・4・10号線 

　　　田無都市計画道路3・4・15号線 

　　　保谷都市計画道路3・2・6号線 

　　　保谷都市計画道路3.・3・11号線 

　　　保谷都市計画道路3・4・9号線 

　　　保谷都市計画道路3・4・13号線 

市施行道路の整備 

　・都受託施行分 

　　　保谷都市計画道路3.・4・8の1号線 

　　　保谷都市計画道路3.・4・10号線 

　・市施行分 

　　　田無都市計画道路3・5・8号線 

　　　保谷都市計画道路3.・4・12号線 

　　　保谷都市計画道路3・4・14号線の整備検討 

道路整備計画の策定 

市道の新設改良及び拡幅 

地理情報システム（ＧＩＳ）の構築、活用（協2-2で再掲） 

市道整備基金の創設 

交通計画の策定 

はなバスの運行 

多摩北部都市広域行政圏協議会での調査・研究 

ひばりヶ丘駅南口自転車駐車場の整備 

保谷駅南口、西武柳沢駅南口自転車駐車場の整備 

放置自転車放置防止指導・整理・撤去等 

自転車を活用したまちづくりについて調査・研究 

水質の安全確保、震災対策の推進 

東京都水道事業への統合 

管路施設等維持管理、ポンプ場の維持管理、水洗化の促進 

広域・共同化による下水道事業の運営についての調査・研究 

 

 

自主防災組織活動への支援 

緊急物資の充実、防災備蓄倉庫の整備 

地域防災無線の整備 

防災行政無線（固定系）の整備 

防火貯水槽の設置 

消防団詰所の整備 

消防ポンプ車の購入 

消防署、医療機関等関係機関との連携 

新規 

 

新規 

新規 

新規 

 

新規 

新規 

合併 

合併 

合併 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規 

合併 

新規 

新規 

 

新規 

合併 

新規 

合併 

 

合併 

新規 

 

新規 

 

 

 

 

 

 

重点 

合併 

合併 

合併 

合併 

新規 
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広域協力体制の整備 

雨水溢水対策の計画的な整備 

 

 

白子川の改修 

安心安全なまちづくりに向けた条例 

の制定・推進 

夜間安全対策の向上 

交通安全対策の推進 

 

交通安全施設の整備 

 

 

 
 
 
 
 
防犯・交通安全の推進 
  （安2－2） 

 
 
 

相互協力体制の整備 

既設雨水管台帳の整備 

雨水溢水対策事業の推進 

雨水貯留浸透事業の促進 

白子川改修工事等 

安心安全なまちづくりの推進 

 

街路灯の整備、私設街路灯設置の支援 

交通安全・自転車教室の実施 

交通安全協力員、交通擁護員の拡充 

道路反射鏡、道路区画線等設置 

 

新規 

新規 

 

 

新規・重点 

 

 

 

 

 

区 分  体 系 区 分  主 要 施 策  主 要 事 業  

活力と魅力あるまちづくり 
活力ある産業のために（活1） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人が集まるまちになるために（活2） 

農業振興の推進 

 

 

 

商店街振興プランの推進 

 

 

商工会情報推進事業の推進 

地域活性化の推進 

 

中小企業者への支援 

 

 

 

商工業振興の拠点整備 

就職機会の提供 

 

創業支援と人材育成 

異業種交流についての調査・研究 

 

 

石神井川の整備 

 

散歩道の整備 

人にやさしい椅子づくりのまち 

重点プロジェクトの推進 

産業の振興 
  （活1－1） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新産業の育成 （活1－2） 

 

 

 

まちの魅力の創造 
  （活2－1） 

 

魅力ある農業経営の促進 

援農ボランティアの養成（環1-1で再掲） 

市民に身近な生産加工流通体制づくり 

農を通した市民との交流の促進 

21世紀商業リーダーの育成 

広域型商店会活動の推進 

商業者と生活者による商店街・まちづくりの推進 

商工会ホームページの運営（協2-2で再掲） 

商店会地域活性化への支援 

コミュニティビジネス支援についての検討 

中小企業事業資金融資あっせん事業の実施 

中小企業不況対策特別緊急事業の実施 

勤労者福祉サービスセンターの運営 

中小企業退職金共済掛金補助事業の実施 

商工業振興の拠点施設の整備について検討 

就職相談会の開催 

ハローワークと連携した就労情報の提供（協2-2で再掲） 

創業支援相談センターの運営 

産学公の連携についての調査・研究 

 

 

東伏見石神井川緑地の整備について東京都へ要請 

石神井川の親水公園化について東京都へ要請 

散策ルートの調査・研究、整備 

人にやさしい椅子づくりのまち推進事業 

（仮称）重点プロジェクト推進委員会の設置、運営 

 

新規 

新規・重点 

新規・重点 

新規 

新規 

新規 

合併・重点 

合併 

 

新規 

 

 

 

 

新規 

 

新規 

合併・重点 

新規 

 

 

 

新規 

新規・重点 

新規 

新規 

区 分  体 系 区 分  主 要 施 策  主 要 事 業  
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協働で拓くまちづくり 

まちを支える市民のために（協1）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
持続発展するまちであるために（協2） 

コミュニティ施設の運営支援 

 

市民の主体的な活動への支援 

社会福祉協議会地域福祉活動への支援 

地域コミュニティのあり方について検討 

コミュニティ施設の計画的な整備 

 

都市間交流 

 

世代間交流の機会の充実 

市民まつりの充実 

ＮＰＯ等との協働の推進 

ボランティア活動の推進 

 

 

広報の充実 

 

 

広聴の充実 

情報公開の推進 

積極的な情報提供 

保健・医療・福祉関連の情報化 

 

防災・防犯関連の情報化 

環境・リサイクル関連の情報化 

学校教育関連の情報化 

 

 

 

 

生涯学習関連の情報化 

 

地域活動関連の情報化 

産業関連の情報化 

就労関連の情報化 

交通関連の情報化 

 

行政手続関連の情報化 

 

 

 

 

 

開かれた行政関連の情報化 

行政内部関連の情報化 

 

 

行財政改革の推進 

行政評価の実施 

行政サービス体制の見直し 

 

田無庁舎・保谷庁舎の整備 

 

庁舎機能の整備・拡充 

人材育成の推進 

専門委員制度の導入 

市民主体のまちづくりの推進 
  （協1－1） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
協働のまちづくりの推進 
  （協1－2） 

 
 
開かれた市政の推進 
  （協2－1） 

 
 
 
 
地域情報化の推進 
  （協2－2） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健全な自治体経営の推進 
  （協2－3） 

 

地区会館地域自主運営の支援 

コミュニティセンター運営の支援 

公民館自主グループ活動への支援（創3-2で再掲） 

ふれあいのまちづくり事業への支援（笑1-1で再掲） 

（仮称）コミュニティ検討委員会の設置に向けた調査・研究 

コミュニティ施設の改修 

西東京市民会館の建替について検討（創3-4で再掲） 

姉妹・友好都市との交流事業の実施 

姉妹・友好都市施設利用の助成 

世代間交流事業の実施 

市民まつり実行委員会への支援 

ＮＰＯの育成・支援 

西東京ボランティア・市民活動センター事業への支援 

 

 

「広報西東京」の充実 

ホームページの充実（協2-2で再掲） 

コミュニティ放送局の活用 

市民モニター制度などの実施 

文書管理システムの構築（協2-2で再掲） 

出前講座の実施 

福祉情報総合ネットワークの構築（笑1-1で再掲） 

障害者生活支援のネットワークの形成（笑1-3で再掲） 

災害情報提供システムの構築について検討 

環境情報提供システムの構築（環2-1で再掲） 

教育情報センターの運営、情報教育専門員の配置（創2-3で再掲） 

小中学校の教育用コンピュータの整備（創2-3で再掲） 

学校図書館システムの整備（創2-3で再掲） 

学校ホームページの充実 

不登校児童・生徒サポート情報ネットワークシステムの構築 

生涯学習情報提供システムの構築（創3-1で再掲） 

図書館利用者インターネットシステムの整備（創3-2で再掲） 

電子会議室の構築について検討 

商工会ホームページの運営（活1-1で再掲） 

ハローワークと連携した就労情報の提供（活1-1で再掲） 

バスロケーションシステムの導入の検討 

自転車駐車場情報の提供 

住民票等自動交付機の設置 

文書管理システムの構築（協2-1で再掲） 

電子申請システムの構築 

電子入札システムの構築 

地方税電子申告システムの構築について検討 

総合行政ネットワークの整備 

ホームページの充実（協2-1で再掲） 

電子決裁システムの構築 

地理情報システム（ＧＩＳ）の構築、活用（安1-2で再掲） 

行政関連情報の運営管理 

行財政改革大綱の策定及び推進 

行政評価制度の導入 

総合窓口・ワンストップサービスの導入の検討 

窓口サービスの向上 

田無庁舎整備事業 

保谷庁舎・敷地整備事業 

1市2庁舎体制についての調査・検討 

人材育成基本方針に基づく人材育成の推進 

専門委員制度の導入についての検討 

 

 

 

重点 

新規 

 

新規 

 

 

重点 

重点 

新規・合併 

重点 

 

 

 

合併 

 

新規 

合併 

新規 

新規 

新規 

新規 

新規・重点 

合併 

新規 

新規 

 

新規 

新規・重点 

新規 

新規 

合併 

新規 

合併 

新規 

合併 

合併 

新規 

新規 

新規 

新規 

合併 

合併 

新規 

合併 

一部新規 

新規 

新規 

新規 

合併 

合併 

新規 

新規 

新規 

体 系 区 分  主 要 施 策  主 要 事 業  区 分  
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（4）重点プロジェクト推進組織（案）＊名称等は、すべて仮称 

●市長が委員長　 

●各部１名程度（若手公募） 

 

●各分野から4名（市民・団体・事業者等） 

　ずつ、計16名で構成 

●任期は2年（半数交代） 

　※初年度のみ半数は任期１年 

●プロジェクトの推進・進行管理のほか、 

　評価を行い次年度への引継（事業達成度 

　合により、次年度強化していく事業を洗 

　い出し）を行う。 

 

 

ブランド やすらぎ いきいき ふれあい 

連　動 
フィードバック 

庁内推進委員会  
（実務上の推進・進行管理等） 

重点プロジェクト  
推進委員会  

（プロジェクトの推進・進行管理・評価） 

意　見 
アドバイス 

会議出席  
調査・報告  

 

事業実施  

体制と役割分担を  
明確にする  

市　民  

事業者等  

市  

担 当 部 署 
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（5）西東京市計画体系図   

西 東 京 市 総 合 計 画  

地域情報化基本計画 

男女平等参画推進計画 

環境基本計画  

 

地域福祉計画 

 

 

 

都市計画マスタープラン 

 

 

 

教育計画 

 

策定年度：13～15   
計画期間：16～20（5年間） 
地域情報化計画策定審議会(条例） 
 
策定年度：14～15   
計画期間：16～20（5年間） 
男女平等参画推進委員会(条例） 
 

策定年度：14～15   
計画期間：16～25（10年間） 
環境審議会（条例） 
 
 
 
 
 
 
 
策定年度：13～15      
計画期間：16～20（5年間）      
保健福祉審議会（条例）       
福祉計画策定委員会（要綱） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
策定年度：14～16      
計画期間：策定時～37（概ね20年後） 
都市計画マスタープラン策定委員会（要綱） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

策定年度：15～16      
計画期間：17～21（5年間）      
教育計画策定懇談会（要綱） 

策定年度：13～15   
計画期間：16～25（10年間） 
総合計画策定審議会（条例）  

策定年度：13～14   
計画期間：15～19（5年間）   
防災会議（条例） 
 
策定年度：13   
計画期間：14～28（15年間）   
廃棄物減量等推進審議会（条例） 
 
策定年度：14～15   
計画期間：16～25（10年間）   
農業振興計画策定委員会（要綱） 
 
策定年度：14   
計画期間：15～24（10年間）   
商店街振興プラン策定委員会（要綱）   

地域防災計画 

一般廃棄物処理基本計画       

農業振興計画 

商店街振興プラン      
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高齢者保健福祉計画  

介護保険事業計画  

障害者基本計画  

健康づくり推進プラン  

子育て支援計画  

住宅マスタープラン  

みどりの基本計画  

交通バリアフリー法に基づく 
基本構想  

交通計画  

スポーツ振興計画  

生涯学習推進計画  

子ども読書活動推進計画  

    
策定年度：13～14   
計画期間：15～19（5年間）   
保健福祉審議会（条例）    
福祉計画策定委員会（要綱）    
    
策定年度：13～14   
計画期間：15～19（5年間）   
介護保険運営協議会（条例）    
    
策定年度：13～15   
計画期間：16～25（10年間）   
保健福祉審議会（条例）    
福祉計画策定委員会（要綱）    
    
策定年度：13～15   
計画期間：16～22（7年間）   
健康づくり推進協議会（条例）    
健康づくり推進プラン検討委員会（要綱）    
福祉計画策定委員会（要綱）    
    
策定年度：13～15   
計画期間：16～25（10年間）   
子ども福祉審議会（条例）    
子育て支援計画策定委員会　（要綱）    
  
策定年度：16 
計画期間：17～25（9年間） 
住宅マスタープラン策定委員会（要綱）  
  
策定年度：14～15 
計画期間：16～35（20年間） 
緑の基本計画策定委員会（要綱）  
  
策定年度：17以降 
計画期間：18以降～22（5年間） 
策定委員会（要綱）  
  
 
策定年度：16～17 
計画期間：18～27（10年間） 
策定委員会（要綱）  
  
策定年度：16～17 
計画期間：18～25（8年間） 
スポーツ振興審議会（条例）  
スポーツ振興計画策定委員会等の設置：未定  
  
策定年度：14～15 
計画期間：16～20（5年間） 
生涯学習推進計画策定委員会（要綱）  
生涯学習施策検討協議会（要綱）  
  
策定年度：16～17  
計画期間：18～22（5年間）  
子ども読書活動推進計画策定委員会（要綱）  

災害対策基本法に基づき、東京都地域防災計画との整
合を図り策定する。      
       
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、東京都
廃棄物処理計画との整合を図り、柳泉園組合及び構成2
市（東久留米市、清瀬市）と合わせて策定する。      
 

東京都の補助金を活用するにあたり、東京農業振興プ
ランを参考とし策定する。      
      
 
東京都の補助金を活用するにあたり、東京都21世紀商
店街づくり振興プランを参考とし策定する。     



西東京市基本構想・基本計画 
 

平成16年3月 
 

西東京市 
発行：西東京市企画部企画課 
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